
 

令和８(2026)年度 柏崎市介護職員就職支援事業補助金 

― 介護施設に新たに勤務する介護職員・看護師等に補助金を交付します ― 

介護施設における介護従業者不足の解消を図るため、介護職に関する資格を有する方が柏崎市内

の介護施設に新たに勤務する場合及び就職から３年以内に対象資格を取得した場合に補助金を交

付します。 

 

 

  

対象資格 年齢要件（申請年度末の申請者の年齢） 補助額 

介護福祉士 

介護支援専門員 

社会福祉士 

看護師・准看護師 

２９歳以下 ３０万円 

３０歳以上３９歳以下 ２０万円 

４０歳以上 １０万円 

初任者研修修了 

２９歳以下 ７万５千円 

３０歳以上３９歳以下 ５万円 

４０歳以上 ２万５千円 

実務者研修修了 

２９歳以下 １５万円 

３０歳以上３９歳以下 １０万円 

４０歳以上 ５万円 

※令和６年度以後に就職し、３年以内に対象資格を取得した方も申請できます 

 

 

以下①～⑦すべてに該当すること 
 

☑ 交付要件 

□ ①市内の介護施設へ就職した介護職員 

□ 

②次のいずれか１つに該当する 

・大学、短期大学、専修学校などを卒業し、今年度４月１日以後に柏崎市内の介護施設に

就職する 

・柏崎市外の介護施設等から今年度４月１日以後に柏崎市内の介護施設に就職する 

・６か月以上介護職を離れた後、柏崎市内の介護施設に再就職する 

・令和６年４月１日以後に市内の介護施設に新たに就職し、３年以内に対象資格を取得し

た 

□ 
③１週間の勤務時間が１年を平均して 35 時間以上、又は１か月 140 時間を超える勤務条件で、

３年以上継続する雇用契約を締結する 

□ ④同一系列施設からの異動、又は柏崎市内の他の介護施設からの転職でない 

□ ⑤居住地の市町村税の滞納がない 

□ ⑥助成の返還が生じた場合の連帯保証人（成人した親族等１人）を立てられる 

□ ⑦柏崎市看護師就職助成金又は柏崎市福祉職員就職支援事業補助金の交付を受けていない 

補助金の交付要件 

対象資格、年齢要件、補助額 

チラシ有効期間 2026.4.1～2027.3.31 



 

 

就職した本人 

   

   

   

勤務開始日（就職した日）または対象資格取得日から 60 日以内 

※申請は随時受付していますが、令和８(2026)年度の就職者・対象資

格取得者の最終受付は令和９(2027)年３月３１日です。 

 

 

 
   

☑ 必要書類 

□ ①柏崎市介護職員就職支援事業補助金交付申請書兼実績報告書（第１号様式） 

□ ②申請者の住民票（本籍地の記載があるもの） 

□ ③有資格者であることを証する書類の写し 

□ 
④居住地の市町村税の完納証明書等市町村税に滞納がないことの証明書（取得できない場合に

あっては、市町村税に滞納がない旨の申告書） 

□ ⑤雇用契約証明書又は雇用期間・勤務条件等が分かる書類 

□ 

⑥連帯保証人の印鑑証明書（直近のもの）と市町村が発行する連帯保証人の所得証明書（直近

のもの） 

※①申請書の連帯保証人欄への押印は、印鑑証明書に表示された実印を押印すること 

 

 

 

 

 

 

・資格が複数ある場合も、この補助が受けられるのは１人１回（いずれか１つの補助額）です。 

・就職日から３年以上継続勤務できなかった場合には、全額返還していただきます。 

・補助金は雑所得として扱われるため、所得の申告（確定申告など）が必要です。 

（所得の申告をしなかった場合であっても、市民税が賦課されることがあります） 

申請に必要な書類 

申請期限 

注意事項 

補助対象者 

（2026 年 4 月発行） 

申請様式等は、柏崎市のホームページ又は 

柏崎市役所介護高齢課窓口で入手可能 様式データ 

柏崎市 HP 

【申請先・お問合せ先】 

柏崎市福祉保健部介護高齢課 高齢対策係（市役所１階 11 番窓口） 

 〒945-8511 新潟県柏崎市日石町 2 番 1 号 

 電話：0257-21-2228（直通） 

 F A X：0257-21-4700（直通） 


